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こ
ど
も
た
ち
へ
の
願
い

「
地
域
の
宝
」
で
あ
る
こ
ど
も
た
ち

は
、多
様
な
個
性
と
無
限
の
可
能
性

を
秘
め
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、こ
ど
も
た
ち
の
え
が
お
に

は
周
り
の
人
も
え
が
お
に
し
、福
島

市
全
体
を
元
気
に
す
る
力
が
あ
り

ま
す
。

そ
の
こ
ど
も
た
ち
に
は
、命
の
尊
さ

を
知
り
、自
分
自
身
を
大
切
に
し
、

人
を
思
い
や
る
心
を
も
っ
て
欲
し
い

と
い
う
願
い
を
込
め
ま
し
た
。

え
が
お
の
種
を
ま
き
続
け
、福
島
市

を
「
え
が
お
」
満
開
に
し
ま
し
ょ
う
。

ど子 も
えがお

例条の

福島市

こどもたちの安全・
安心のため、毎日登
下校時に協力してく
ださる地域の方々が
います。

特色ある教育・保育を推進する
施設の魅力ある取組を市内外に
発信し、「子育てするなら福島
市」と思っていただけるよう幼稚
園・保育施設を支援しています。

特色ある幼児教育・保育

18歳までの医療費無償、地産地
消による給食の実施、給食費の
助成、保育施設・放課後児童クラ
ブの多子世帯等への負担軽減を
行っております。

子育て家庭への支援の充実

保育園・

幼稚園・
学校など

主体的な
学びや人

間性・

社会性を
育むため

に

必要な支
援を

行うこと
。

地域の人

こどもと
子育てに

積極的に
関わりを

もつこと
や安全安

心な

地域づく
りを

行うこと
。

事業所は、子育て家
庭のために、様々な
取り組みをしていま
す。また、職場体験
等についても協力し
ています。

市
こども・子

育て施策
の

推進と地
域社会全

体で

子育てを
応援する

まちづくり
を

行うこと
。

待機児童ゼロ
「保育の受け皿の拡充」と「保育
士の確保」を２本柱に、安心子育
てできる環境づくりの待機児童対
策を官民一体で推進しています。

こども
命の尊さ

を知り

自分自身
を大切に

するとと
もに

人を思い
やる心を

もつこと
。

保護者
必要な習

慣を

身に付け
健やかに

成長

できるよ
う深い愛

情を

もって子
育てを

行うこと
。

地域の事業
者

子育てと
両立でき

る

職場環境
の整備と

地域のこ
どものた

めの

活動へ協
力を

すること
。

①こどもの成長に応じた切れ目のない支援
②こども及び保護者からの相談への対応
③こどもの居場所の確保
④こどもの社会参加等の促進
⑤保護者の居場所の確保
⑥こども及び保護者の健康の増進等
⑦教育・保育の質の向上
⑧こどもへの虐待の予防等に関する取組
⑨支援を必要とするこども及び保護者への取組
⑩生活環境の整備等の促進
⑪多世代の交流の推進

こどもたちの
えがお
あふれる
未来のための

11の
基本的な
方向性

一人の人間として尊重
されること

自己肯定感が育まれる
こと

社会で生活する能力を
身に付けること

個性や可能性を伸ば
すことができること

地域社会がそれぞれの
役割を果たしていくこ

と

こどもの

基本理念
えがお

子育てするなら福島市

地域の人見守り隊

「子育てのお手伝い
ができる方」の協力
により、一時的にこ
どもを預かってくれ
る地域の方がいま
す。

地域の人

子育て
サポート

（ファミ
リーサポート

事業）

事業所
仕事と家

庭の両立

こどものえがおあふれる6つの役
割

子どものえがお条例では、福島市全体でこどもたちを大切にし、
子育て世代を応援していくため、地域社会のそれぞれの役割を定めました。
皆さんの立場に応じた役割を知り、そして考えていただき、
こどもたちが「福島市に育ってよかった」と思い、
こどもたちのえがおあふれる社会をみんなで一緒につくっていきましょう！！



福島市 こども未来部 こども政策課

福島市
子育て情報サイト

福島市
子どものえがお条例

子育てに役立つ情報や
イベント情報を掲載しています。

ぜひご覧ください。

こどものえがおは、全ての人のえがおにつながりま

す。こどもたちが、一人の人間としていきいきと健

やかに育まれ、そして尊重されることが大切です。

こどものえがお条例は、魅力ある子育て環境の整

備により、こども達が、「福島市に育ってよかった」

と誇りを持ち、「子育てするなら福島市」と称され

るよう、こどもの育ちを地域全体で支援するための

基本理念を定めたものです。

本市の実情に即した１１の基本的な方向性に基づ

き、市及び地域社会の役割を明らかにし、子育て

環境の充実に総合的、継続的、安定的に取り組

み、こども・若者のえがおあふれる福島市をめざし

ています。

なぜ、子どものえがお条例を作ったの？ あなたもえがお運動してみませんか？

市民・地域・企業が子育て世代に関心を持

ち、悩みを理解して、一人ひとりができるこ

とから行動することで、福島市にえがおあ

ふれるまちを一緒につくっていきましょう。

各種支援制度
福島市子育て支援ガイドブック

「えがお」
福島市えがお 検索

こども家庭センター・えがお

〒960-8601 福島市五老内町 3-1
電話 024-535-1111（内線6511）  FAX 024-572-3417
メール ko-shien@mail.city.fukushima.fukushima.jp

福島市えがお条例 検索

福島市こども家庭センター 検索


